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はじめに 

市民共通の願いである安全に安心して暮らせるまちを実現するためには、犯罪を防止

するための活動や犯罪の防止に配慮した環境の整備を進めるとともに、不幸にして犯罪

被害に遭った市民に対して、その心情や置かれた状況に配慮した支援が必要です。 

そのため、平成 22 年（2010 年）３月に「札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等

基本計画」を、平成 27 年（2015 年）３月に「第２次札幌市犯罪のない安全で安心なまち

づくり等基本計画」を策定し、市民の皆様や警察などの関係機関とともに安全に安心し

て暮らせるまちを実現するための取組を進めてまいりました。 

その結果、平成 22 年（2010 年）以降、刑法犯認知件数は減少を続けており、平成 30 年

（2018 年）には、平成以降の最大件数である平成 13 年（2001 年）から約７割減少しまし

た。これは、市民の皆様と計画に基づき進めてきた取組による一定の成果であると考え

られます。 

一方で、犯罪情勢や市民意識、社会情勢などから確認された現状における課題等も存

在しており、今後、こうした課題の解決に向けた取組を進める必要があります。中でも、

犯罪被害者等支援については、誰もが犯罪等に遭い、犯罪被害者等になり得る立場にあ

ることを鑑みると、札幌市においても犯罪被害者等が置かれる精神的被害や経済的困窮

に対する支援を行い、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新

たな一歩を踏み出す必要があると考えております。 

札幌市では、これらの課題を踏まえ、この度「第３次札幌市犯罪のない安全で安心な

まちづくり等基本計画」を策定しました。今後もこの計画に基づき、安全で安心なまち

づくり及び犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進してまいります。 

最後に、本計画の策定に当たり、多大なご尽力を賜りました「札幌市犯罪のない安全

で安心なまちづくり等審議会」の委員の皆様をはじめ、市民アンケート及び地域防犯活

動団体アンケートにご協力いただきました皆様、パブリックコメントにおいて貴重なご

意見をお寄せくださいました皆様に、心から感謝申し上げます。 

令和２年（2020 年）５月
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